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北 海道農 村地 域産 業導入 基本 計画 の新旧 対照 表

令 和 ５ 年 ４ 月

変更 後 変更 前

第 １ 計 画策 定の 基 本的 な 考え 方 前 文

１ 計 画 策定 の趣 旨

北 海 道 の 農 業 ・ 農 村 は 、 地 域 の 特 色 を 活 か し た 多 様 な 農 業 経 営 が 展 開 さ れ 、 食 品 北 海 道 の 農 業 ・ 農 村 は 、 地 域 の 特 色 を 活 か し た 多 様 な 農 業 経 営 が 展 開 さ れ 、 食 品 加

加 工 や 生 産 資 材 、 農 業 機 械 、 観 光 な ど 他 産 業 と も 深 く 結 び 付 き 、 地 域 の 経 済 と 社 会 工 や 生 産 資 材 、 農 業 機 械 、 観 光 な ど 他 産 業 と も 深 く 結 び 付 き 、 地 域 の 経 済 と 社 会 を 支

を支 え る重 要な 役 割を 担 って いる 。 え る 重要 な役 割 を担 っ てい る。

し か し な が ら 、 農 村 に お い て は 、 担 い 手 の 減 少 や 高 齢 化 の 進 行 に よ り 、 農 業 生 産 し か し な が ら 、 今 日 、 農 村 に お い て は 、 担 い 手 の 減 少 や 高 齢 化 の 進 行 に よ り 、 農 業

の 減 退 や コ ミ ュ ニ テ ィ の 活 力 低 下 が 懸 念 さ れ て お り 、 農 村 の 豊 か な 地 域 資 源 を 最 大 生 産 の 減 退 や コ ミ ュ ニ テ ィ の 活 力 低 下 が 懸 念 さ れ て お り 、 農 村 の 豊 か な 地 域 資 源 を 最

限 活 用 し た 新 た な 価 値 の 創 出 や 農 業 関 連 産 業 の 導 入 等 を 通 じ て 、 農 村 全 体 の 雇 用 の 大 限 活 用 し た 新 た な 価 値 の 創 出 や 農 業 関 連 産 業 の 導 入 等 を 通 じ て 、 農 村 全 体 の 雇 用 の

確 保 と 所 得 の 向 上 を 促 進 し 、 豊 か さ と 活 力 あ る 農 村 の 構 築 を 図 る 必 要 が あ る こ と か 確 保 と所 得の 向 上を 促 進し 、豊 か さと 活 力あ る農 村 の構 築を 図 る必 要 があ る。

ら、 こ の基 本計 画 を策 定 する もの で ある 。

【 削除 】 （ 農業 の現 状 ）

本 道 の 農 業 は 、 地 域 経 済 を 支 え る 重 要 な 産 業 で あ り 、 ま た 、 我 が 国 最 大 の 食 料 供 給

地 域 と し て 大 き な 役 割 を 果 た し て き た が 、 農 家 戸 数 は 年 々 減 少 を 続 け 、 ま た 農 業 従 事

者 の 高 齢 化 、 後 継 者 不 足 な ど 多 く の 課 題 を 抱 え て お り 、 経 済 の グ ロ ー バ ル 化 や 農 産 物

貿 易 の 自 由 化 の 進 展 等 に よ り 、 安 価 な 輸 入 農 産 物 や 農 産 加 工 品 の 流 入 に よ る 農 産 物 価

格 の 低迷 など 、 厳し い 経営 環境 に ある 。

一 方、人 口減 少 やラ イフ ス タイ ル の変 化な ど 国内 の 食市 場の 縮 小が 指 摘さ れる 中 で、

ア ジ ア 諸 国 等 を 中 心 に 海 外 の 食 関 連 市 場 の 拡 大 が 見 込 ま れ る ほ か 、 平 成 28年 度 に は 外

国 人 来 道 者 数 が 過 去 最 高 の 23 0万 人 と な り 、 四 季 折 々 の 多 彩 な 景 観 や 安 全 ・ 安 心 な 食

な ど が 高 く 評 価 さ れ て い る な ど 、 本 道 の 優 位 性 を 活 か し た ア ジ ア 諸 国 の 経 済 成 長 の 取

り 込 み が 期 待 さ れ る と と も に 、 近 年 の 田 園 回 帰 や 官 民 を あ げ た 都 市 と の 交 流 促 進 、 道

内 市 町村 が実 施 する 体 験移 住な ど によ る 交流 人口 の 拡大 が期 待 され る 。

こ の よ う な 情 勢 を 踏 ま え 、 今 後 と も 本 道 農 業 ・ 農 村 を 持 続 的 に 発 展 さ せ 、 活 力 あ る

農 村 社 会 を 築 い て い く た め に は 、 農 業 ・ 農 村 を 支 え る 多 様 な 担 い 手 の 育 成 ・ 確 保 、 需

要 に 応 じ た 安 全 ・ 安 心 な 食 料 の 安 定 的 な 生 産 と 供 給 、 ６ 次 産 業 化 や 地 域 の 特 色 を 活 か

し た ブ ラ ン ド 化 の 推 進 の ほ か 、 農 村 地 域 に お け る 定 住 条 件 の 整 備 に 積 極 的 に 取 り 組 ん

で い く必 要が あ る。

【 削除 】 （ 産業 の現 状 ）

本 道 の 産 業 構 造 は 、 豊 富 な 農 林 水 産 資 源 が 存 在 す る こ と か ら 全 国 に 比 べ 農 林 水 産 業

の ウ エ イ ト が 高 く 、 農 業 産 出 額 、 漁 業 生 産 額 及 び 木 材 生 産 の 産 出 額 は 、 全 国 一 の 規 模

を 誇 る 。 一 方 、 製 造 業 の ウ エ イ ト は 全 国 に 比 べ て 低 く 、 製 造 業 の 主 力 で あ る 食 品 工 業

は 、 工 業 出 荷 額 割 合 が 全 国 に 比 べ て 高 い ウ エ イ ト に な っ て い る の に 対 し 、 加 工 組 立 型

産 業 出荷 額の ウ エイ ト は全 国よ り 低く な って いる 。
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た だ し 、 近 年 、 自 動 車 産 業 関 連 企 業 の 相 次 ぐ 進 出 が 見 ら れ る ほ か 、 こ う し た 企 業 と

の 取 引 を 広 げ る 企 業 や 、 農 林 水 産 業 の 作 業 の 効 率 化 ・ 高 付 加 価 値 化 を 支 え る 機 械 を 製

造 す る も の づ く り 企 業 が 多 数 存 在 し て い る と こ ろ で あ り 、 少 子 高 齢 化 の 進 行 に 加 え 、

国 の 成 長 戦 略 や 東 北 の 自 動 車 生 産 拠 点 化 に 伴 う 新 た な サ プ ラ イ チ ェ ー ン の 形 成 な ど と

い っ た動 きを 踏 まえ 、 これ らの 環 境変 化 に即 応す る こと が求 め られ て いる 。

本 道に は、すば ら しい 地域 資 源が 豊 富に 存在 す るが、そ れ らを 活か し 切れ て おら ず、

地 域 の 市 町 村 、 民 間 事 業 者 、 経 済 団 体 等 が 一 体 と な っ た 取 組 や 、 個 別 の 市 町 村 が 持 つ

地 域 資 源 を 活 か す た め 、 地 域 を 越 え た 連 携 の 取 組 、 さ ら に は 業 種 を 越 え た 専 門 分 野 の

融 合 に よ る 新 商 品 開 発 を 行 っ て い る 取 組 が 見 ら れ る が 、 成 功 例 は 少 な く 、 様 々 な 連 携

に よ る事 業展 開 の必 要 性が 提起 さ れて い る。

特 に 、 本 道 に お い て は 、「 食 」・「 観 光 」 分 野 は 、 全 国 に 比 べ 非 常 に 高 い 優 位 性 が あ

る 資 源 を 数 多 く 有 し 、 成 長 分 野 と し て 更 な る 発 展 が 見 込 ま れ る こ と か ら 、「 食 関 連 産

業 」、「 観 光 関 連 産 業 」 を 戦 略 成 長 分 野 と 位 置 付 け 、 取 組 の 強 化 を 図 っ て い く こ と が

適 当 であ る。

【 削除 】 （ 雇用 の状 況 ）

本 道 で は 、 全 国 を 上 回 る ペ ー ス で 人 口 減 少 や 少 子 高 齢 化 が 進 行 し 、 生 産 年 齢 人 口 、

労 働 力人 口と も に減 少 傾向 にあ る 。

こ の よ う な 中 、 本 道 の 雇 用 情 勢 は 、 リ ー マ ン シ ョ ッ ク な ど に よ る 景 気 後 退 に よ り 、

大 き く 悪 化 し て い た が 、 そ の 後 の 景 気 回 復 に よ り有 効 求 人 数 は 増加 し て お り 、 平成 28

年 度 の 有 効 求 人 倍率 は 統計 調査 開 始以 来、最も 高 い 1.04倍 と な り 、上 昇 を続 け てい る。

ま た 、 完 全 失 業 者 数 は 長 期 的 に は 低 下 傾 向 に あ り 、 平 成 28年 度 の 完 全 失 業 率 は 3.6

％ と な る な ど 、 雇用 情 勢は 引き 続 き改 善 して いる と 考え られ る 。

し か し 、 本 道 の 雇 用 情 勢 が 改 善 す る 中 、 農 業 を は じ め 幅 広 い 産 業 に お い て 雇 用 の ミ

ス マ ッ チ が 生 じ 、 人 手 不 足 が 深 刻 な 問 題 と な っ て お り 、 こ う し た ミ ス マ ッ チ を 解 消 す

る こ とは 、有 能 な人 材 の確 保や 多 様な 人 材の 就業 促 進を 図る 観 点か ら も重 要で あ る。

ま た 、 本 道 で は 、 若 年 者 を 中 心 と し た 働 き 手 の 道 外 へ の 転 出 超 過 が 続 い て お り 、 こ

う し た 状 態 に 歯 止 め を か け る た め に は 、 地 域 に お け る 雇 用 を 創 出 し て 就 業 の 場 を 確 保

し 、 道 内 へ の 定 着 を 促 進 す る と と も に 、 Ｕ ・ Ｉ ・ Ｊ タ ー ン に よ り 人 材 を 誘 致 す る な ど

地 域 産業 を支 え る人 材 の確 保が 重 要と な って いる 。

２ 産 業 導入 の状 況 （ 農村 地域 へ の産 業 導入 の実 態 ）

こ れ ま で 道 は 、「 農 村 地 域 へ の 産 業 の 導 入 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 46年 法 律 道 は 、 農 村 地 域 工 業 等 導 入 促 進 法 （ 昭 和 46年 法 律 第 11 2号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に

第 1 1 2号 ）」（ 以 下 「 法 」 と い う 。） 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 「 北 海 道 農 村 地 域 基 づ く 北 海 道 農 村 地 域 工 業 等 導 入 基 本 計 画 を 定 め 、 農 業 と 工 業 等 （ 工 業 、 道 路 貨 物 運

産 業 導 入 基 本 計 画 」（ 以 下 「 基 本 計 画 」 と い う 。） を 定 め 、 農 業 と 工 業 等 （ 工 業 、 送 業 、 倉 庫 業 、 こ ん 包 業 及 び 卸 売 業 を い う 。 以 下 同 じ 。） と の 均 衡 あ る 発 展 と 雇 用 構

道 路 貨 物 運 送 業 、 倉 庫 業 、 こ ん 包 業 及 び 卸 売 業 を い う 。） と の 均 衡 あ る 発 展 と 雇 用 造 の 高度 化を 図 るた め 、農 村地 域 への 工 業等 の導 入 促進 に努 め てき た 。

構造 の 高度 化を 図 るた め 、農 村地 域 への 産 業の 導入 促 進に 努め て きた 。 こ の 結 果 、 平 成 28年 ３ 月 現 在 、 道 内 53市 町 村 が 法 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 農 村

地 域 工 業 等 導 入 実 施 計 画 （ 以 下 「 実 施 計 画 」 と い う 。） を 策 定 し て お り 、 工 業 等 の 導

産 業の 導入 を 進め る に当 たっ て は、市 町村 が 法第 ５ 条第 １項 の 規定 に 基づ く「 農 入 を 進 め て き た が 、 こ れ ら 市 町 村 の 実 施 計 画 で は 、 1,2 5 0 h a が 工 業 等 導 入 用 地 と し て

村地 域 産業 導入 実 施計 画」（ 以下 「 実施 計 画」 とい う。）を 定め て 行う も ので あり 、 計 画 さ れ 、 平 成 26年 時 点 で 、 そ の う ち の 約 ６ 割 に 当 た る 793 h aで 60 4企 業 が 操 業 し て い

法 が 制 定 さ れ た 1970年 代 に 45市 町 村 が 策 定 し た の を ピ ー ク に 、 そ の 後 新 た に 計 画 を る 状 況に ある 。
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策 定 す る 市 町 村 は 減 少 し 、 2009年 を 最 後 に 新 規 で 計 画 策 定 を し た 市 町 村 は な く 、 令

和４ 年 ３月 末現 在 、計 画 策定 市町 村 数は 53市 町 村 と な って いる 。

ま た 、 道 内 に お い て は 、 令 和 ３ 年 ３ 月 末 現 在 、 1, 2 2 1 h aが 産 業 導 入 用 地 と し て 計

画さ れ 、そ のう ち の約 ７ 割に 当た る 832h aで 664企 業 が 操 業 して い る状 況 にあ る。

【 下図 新 設】

農村 産業 法 にお ける 計 画の 体 系

農 村産 業 法

▼

主務 大臣 が 基本 方 針を 策定

＜ 基 本方 針： 基 本計 画 策定 の指 針 ＞

▼

都 道府 県 が基 本 計画 を策 定

＜ 基 本計 画： 実 施計 画 策定 の大 綱 ＞

▼

市 町村 が 実施 計 画を 策定

＜ 実施 計画 ： 具体 的 な推 進計 画 ＞

【 下図 新 設】

市 町 村の 実施 計 画策 定 フロ ー【 イ メー ジ 】

実 施計 画 は基 本 計画 に即 し て作 成

３ 産 業 導入 の基 本 的な 方 向 （ 今後 の農 村 地域 へ の産 業導 入 の考 え 方）

「 地 域 の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め る た め の 改 革 の 推 進 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 今 般 、 農 村 地 域 工 業 等 導 入 促 進 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 29年 法 律 第 48号 ） の

備 に 関 す る 法 律 （ 第 12次 地 方 分 権 一 括 法 ）」 の 制 定 に 伴 い 、 令 和 ４ 年 ５ 月 20日 に 法 制 定 に よ り 、 産 業 の 業 種 に 係 る 法 律 上 の 限 定 が 廃 止 さ れ た こ と か ら 、 地 域 の 農 業 者 の

が 改 正 ・ 施 行 さ れ 、 都 道 府 県 の 基 本 計 画 で 定 め る 「 導 入 す べ き 産 業 の 業 種 」 に 関 す 安 定 し た 就 業 機 会 が 確 保 さ れ 、 産 業 の 立 地 ・ 導 入 に 伴 う 土 地 利 用 調 整 に よ り 地 域 の 農

る規 定 が廃 止さ れ た。 地 の 集 積 ・ 集 約 化 等 が 図 ら れ る な ど 、 農 業 と 農 村 地 域 に 導 入 さ れ る 産 業 （ 以 下 「 導 入

基本計画策定には
主務大臣の同意が
必要

実施計画策定には
知事の同意が必要

（主な事前準備）
・企業参入の調整・
・農業者の意向確認
・土地利用の調整 等

地区・
業種・
目標等
の設定

実 施
計画案

道 と
協 議

知 事
同 意

実施計
画決定
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こ れ に 伴 い 、 国 は 「 農 村 地 域 へ の 産 業 の 導 入 に 関 す る 基 本 方 針 」（ 以 下 「 基 本 方 産 業 」 と い う 。） と の 均 衡 あ る 発 展 が 図 ら れ る 業 種 を 、 国 が 公 表 し た 農 村 地 域 へ の 産

針 」 と い う 。） の 変 更 及 び 「 農 村 地 域 へ の 産 業 の 導 入 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」（ 以 業 の 導 入 に 関 す る 基 本 方 針 （ 以 下 「 基 本 方 針 」 と い う 。） や 本 基 本 計 画 等 に 即 し な が

下 「 ガ イ ド ラ イ ン 」 と い う 。） の 改 正 を 行 い 、 基 本 計 画 に 「 市 町 村 が 実 施 計 画 で 定 ら 、 市町 村が 実 施計 画 にお いて 定 める こ とと され た 。

める 導 入す べき 産 業の 業 種に つい て の選 定 の考 え方 」 を明 記す る こと と され た。 今 後 は 、 改 正 後 の 農 村 地 域 へ の 産 業 の 導 入 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 農 村 産 業

道 と し て は 、 法 改 正 等 に 基 づ い た 対 応 を す る こ と と し 、 今 後 と も 、 農 村 地 域 の 様 法 」 と い う 。） に 基 づ き 、 農 村 地 域 の 様 々 な 農 業 者 や 地 域 住 民 が 、 地 域 で 住 み 続 け ら

々 な 農 業 者 や 地 域 住 民 が 、 地 域 で 住 み 続 け ら れ る よ う 農 業 を 魅 力 あ る 産 業 に し て い れ る よ う 農 業 を 魅 力 あ る 産 業 に し て い く と と も に 、 食 関 連 産 業 や 観 光 関 連 産 業 な ど 本

くと と もに、農 家レ ス トラ ン、農 泊等 の 地域 資源 を 活用 し た農 業関 連 産業 をは じ め、 道 の 強み を活 か した 戦 略的 産業 を はじ め、そ れ ぞれ の 地域 特性 や 地域 資 源を 見い だ し、

成 長 性 と 安 定 性 の あ る 産 業 の 立 地 ・ 導 入 な ど を 通 じ て 、 農 村 全 体 の 雇 用 の 確 保 と 所 そ の 強 み を 活 か し た 産 業 全 般 の 導 入 に 努 め 、 地 域 の 雇 用 創 出 力 を 高 め る な ど 、 担 い 手

得 の 向 上 を 促 進 し 、 魅 力 あ る 農 村 づ く り と 担 い 手 に 対 す る 農 地 の 集 積 ・ 集 約 化 等 の に 対 す る 農 地 の 集 積 ・ 集 約 化 等 の 農 業 の 構 造 改 革 を 進 め る と 同 時 に 魅 力 あ る 農 村 づ く

農業 の 構造 改善 を 進め て いく 。 り を 進め てい く 必要 が ある 。

【 削除 】 （ 基本 とす る 産業 の 業種 ）

本 道 は 、 農 林 水 産 業 ・ 食 関 連 産 業 、 観 光 関 連 産 業 な ど の 移 輸 出 型 産 業 に 比 較 優 位 が

あ り 、 こ れ ら の 産 業 を 今 後 の 本 道 経 済 に お け る 戦 略 的 産 業 と し て 育 成 し て い く こ と が

重 要 であ る。

加 え て 、 本 格 的 な 人 口 減 少 時 代 に あ っ て 地 域 経 済 の 活 力 を 高 め る た め に は 、 移 輸 出

型 産 業 と 地 域 が 必 要 と す る 生 活 サ ー ビ ス 等 を 供 給 す る 地 域 消 費 型 産 業 と が バ ラ ン ス 良

く 成 長し てい く こと が 必要 であ る 。

ま た 、 農 村 地 域 に お け る 安 定 的 な 所 得 及 び 雇 用 の 確 保 は 、 人 々 の 定 住 を 促 進 す る た

め の 前 提 条 件 で あ り 、 各 地 域 の 発 展 に 向 け て 、 北 の 優 位 性 の 活 用 や 既 存 の 産 業 集 積 の

活 用 を 含 め 、 そ れ ぞ れ の 地 域 特 性 や 地 域 資 源 を 見 い だ し 、 そ の 強 み を 活 か し た 産 業 全

般 の 振興 を図 る こと に より 、農 村 地域 全 体の 雇用 創 出力 を高 め るこ と が必 要で あ る。

こ う し た こ と を 踏 ま え 、 今 後 、 農 村 地 域 へ 導 入 す べ き 産 業 の 業 種 に つ い て は 、 従 前

の 農 村 地 域 工 業 等 導 入 促 進 法 の 対 象 業 種 で あ っ た 工 業 等 に 加 え 、 農 林 水 産 業 ・ 食 関 連

産 業 、 観 光 関 連 産 業 、 そ の 他 地 域 の 強 み を 活 か し た 産 業 や 地 域 消 費 型 産 業 等 を 基 本 と

す る 。

４ 計 画 の見 直し （ 目標 年次 ）

基 本 計 画 は 、 法 や 国 の 基 本 方 針 、 ガ イ ド ラ イ ン 等 の 改 正 、 農 村 地 域 の 産 業 の 導 入 平 成 29年 ８ 月 に 変 更 ・ 公 表 さ れ た 国 の 基 本 方 針 に 即 し 、 平 成 33年 度 を 目 標 年 次 と し

に 影 響 を 与 え る 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 な ど が 生 じ た と き に は 、 必 要 に 応 じ て 見 直 す も て 農 村地 域へ の 産業 の 導入 を促 進 する 。

のと す る。

第 ２ 設 定す べき 目 標、 土 地利 用調 整 の方 針 及び 目標 達 成等 に必 要 な事 項

法 で 定 め ら れ た 基 本 計 画 に 記 載 す べ き 内 容 で あ る 「 設 定 す べ き 目 標 」、「 土 地 利

用調 整 の方 針」 及 び「 目 標達 成等 に 必要 な 事項 」に つ いて は、 次 のと お りと する 。

１ 農 村 地域 への 産 業導 入 の目 標 １ 導入 すべ き 産業 の 業種 その 他 農村 地 域へ の産 業 導入 の目 標

(1) 農 村 地 域 の 範 囲 (1) 農 村 地 域 の 範 囲

こ の 計 画 の 対 象 と す る 農 村 地 域 の 範 囲 は 、 法 第 ２ 条 で 定 め る 地 域 （ 以 下 「 農 村 こ の 計 画 の 対 象 と す る 農 村 地 域 の 範 囲 は 、 法 第 ２ 条 で 定 め る 地 域 （ 以 下 「 農 村

地 域 」と いう 。） とす る。 地域 」と い う。） とす る 。
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【 下 図 新 設 】

農村 地域 （ 法第 ２ 条で 定め る 地域 ）

〇 農 村 地 域 は 、 農 業 振 興 地 域 、 振 興 山 村 及 び 過 疎 地 域 の い ず れ か を 含 む 市 町 村 の

う ち 、 ① 人 口 20万 人 以 上 の 市 と 、 ② 人 口 10万 人 以 上 で 人 口 増 加 率 が 全 国 平 均 よ り

高 い 市と を除 い た市 町 村を いう 。 ※人 口 、人 口増 加 率は 国 勢調 査の 数 値を 使 用

〇 た だ し 、 平 成 13年 以 後 に お い て 行 わ れ た 市 町 村 合 併 に よ り ① ② で 除 外 さ れ た 市

は 、 平 成 12年 12月 31日 に お け る 市 町 村 （ 旧 市 町 村 ） の う ち 、 ① ② に 該 当 し な い 旧

市 町 村の 区域 が 農村 地 域と なる 。

【参 考 】道 内は 176市 町 村 が 農 村地 域 に該 当 （令 和３ 年 11月 30日 現 在 ））

(2) 産 業 導 入 の 基 本的 な 考え 方 (2) 産 業 導 入 の 基 本 的な 考え 方

農 村 地 域 に お け る 土 地 利 用 に 関 す る 計 画 等 に よ る 農 村 振 興 の 方 向 に 即 し 、 地 域 農 村 地 域 に お け る 土 地 利 用 に 関 す る 計 画 等 に よ る 農 村 振 興 の 方 向 に 即 し 、 地 域

社 会 と の 調 和 、 公 害 の 防 止 等 の 環 境 の 保 全 、 農 村 地 域 の 景 観 と の 調 和 及 び 農 業 を 社 会 と の 調 和 、 公 害 の 防 止 等 の 環 境 の 保 全 、 農 村 地 域 の 景 観 と の 調 和 及 び 農 業 を

始 め と す る 地 域 産 業 と の 協 調 に 留 意 し つ つ 、 農 村 地 域 に 成 長 性 と 安 定 性 の あ る 産 始 め と す る 地 域 産 業 と の 協 調 に 留 意 し つ つ 、 農 村 地 域 に 成 長 性 と 安 定 性 の あ る 産

業 の 導入 を図 る 。 業の 導入 を 図る 。

な お 、 農 村 地 域 の う ち で 、 環 境 保 全 の 観 点 か ら 別 表 １ に 掲 げ る 地 域 及 び 地 区 に な お 、 農 村 地 域 の う ち で 、 環 境 保 全 の 観 点 か ら 別 表 １ に 掲 げ る 地 域 及 び 地 区 に

つ い て は 産 業 の 導 入 を 避 け 、 別 表 ２ に 掲 げ る 地 域 及 び 地 区 に つ い て は 産 業 の 導 入 つ い て は 産 業 の 導 入 を 避 け 、 別 表 ２ に 掲 げ る 地 区 に つ い て は 産 業 の 導 入 を 極 力 避

を 極 力避 ける こ とと す る。 ける こと と する 。

(3) 導 入 す べ き 産 業の 業 種の 選定 の 考え 方 (3) 導 入 す べ き 産 業 の業 種

導 入 す べ き 産 業 の 業 種 は 、 次 の 選 定 の 考 え 方 に 基 づ き 、 市 町 村 が 定 め る 実 施 計 導 入 す べ き 産 業 の 業 種 に つ い て は 、 当 該 産 業 の 立 地 ・ 導 入 に よ り 、 地 域 に お い

画 に おい て具 体 的に 記 載す るも の であ る 。 て 安 定 し た 就 業 機 会 が 確 保 さ れ 、 産 業 の 立 地 ・ 導 入 に 伴 う 土 地 利 用 調 整 に よ り 地

ア 地 域 に お け る 就 業 効 果 が 見 込 め 、 地 域 の 農 業 者 の 安 定 し た 就 業 機 会 が 確 保 さ 域 の 農 地 の 集 積 ・ 集 約 化 等 が 図 ら れ る な ど 、 農 業 と 導 入 産 業 と の 均 衡 あ る 発 展 が

れ る 業 種 で あ っ て 、 産 業 の 立 地 ・ 導 入 に 伴 う 土 地 利 用 調 整 に よ り 地 域 の 農 地 の 図 ら れ る も の で あ る こ と が 必 要 で あ る 。 な お 、 導 入 の 対 象 と な る 「 産 業 」 に は 農

集 積 ・ 集 約 化 等 が 図 ら れ る も の な ど 、 農 業 と 導 入 産 業 と の 均 衡 あ る 発 展 が 図 ら 業用 施設 に おい て 営ま れる 農 業も 含 まれ る。

れ る業 種を 選 定す る こと 。 こ の 場 合 に お い て 、 地 域 の 産 業 構 造 等 の 実 情 を 踏 ま え る と と も に 、 公 害 の お そ

こ の 場 合 に お い て 、 安 定 的 な 就 業 機 会 及 び 雇 用 の 質 の 確 保 を 図 る た め 、 常 用 れ の な い 業 種 又 は 公 害 防 止 設 備 を 完 備 し た 企 業 の 導 入 を 図 る な ど 、 環 境 保 全 に 配

雇 用 者 が 常 駐 化 し な い 業 種 や 就 業 機 会 が 創 出 さ れ る と し て も 雇 用 創 出 効 果 に 比 慮す る。

し て 広 大 な 用 地 を 要 す る 形 態 の 業 種 に つ い て は 選 定 し な い よ う 留 意 す る も の と 現 段 階 で 導 入 す べ き 具 体 の 業 種 に つ い て は 、 国 が 定 め た 「 農 村 地 域 へ の 産 業 の

す る。 導 入 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」 及 び 「 農 村 地 域 へ の 産 業 の 導 入 の 促 進 等 に 関 す る 法

な お 、「 農 業 と 導 入 産 業 と の 均 衡 あ る 発 展 」 に は 、 農 村 地 域 に お け る 労 働 力 律 に 基 づ く 基 本 計 画 策 定 に 当 た っ て の 留 意 点 に つ い て 」 に 即 し て 選 定 し 、 別 表 ３

の 効率 的か つ 適正 な 配分 を行 う 雇用 構 造の 高度 化 に資 する こ とも 含 まれ る。 のと おり と する 。

イ 地 域 の 実 情 を 踏 ま え 、 地 域 社 会 と の 調 和 が 図 ら れ る よ う 配 慮 し て 業 種 を 選 定

す るこ と。
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選 定 に 当 た っ て は 、 地 域 の 就 業 構 造 、 農 業 者 と 立 地 企 業 双 方 の ニ ー ズ 等 を 踏

ま え る と と も に 、 産 業 の 導 入 に よ り 地 域 社 会 と の 間 に 軋 轢 が 生 じ る こ と が な い

よ う留 意す る もの と する 。

ウ 公害 のお そ れの な い業 種を 選 定す る など 、環 境 保全 に配 慮 する こ と。

選 定 に 当 た っ て は 、 周 辺 地 域 の 他 産 業 や 住 民 の 事 業 環 境 ・ 生 活 環 境 へ の 影 響

に 懸 念 が 生 じ な い よ う 、 市 町 村 の 都 市 計 画 の 方 針 に 適 合 す る も の で あ る こ と

を 確 認 す る と と も に 、 や む を 得 ず 広 域 的 に 大 規 模 な 集 客 性 の あ る 施 設 を 導 入

す る 場 合 に は 、 周 辺 環 境 や 土 地 利 用 、 広 域 的 な 交 通 流 態 等 に 重 大 な 影 響 を 及

ぼす こと と なら な いよ う留 意 する も のと する 。

エ 農 家 レ ス ト ラ ン 、 農 泊 等 の 地 域 資 源 を 活 用 し た 産 業 に つ い て は 、 農 村 全 体 の

雇 用 と 所 得 向 上 を 図 る 上 で 特 に 重 要 で あ る た め 、 業 種 の 選 定 に 当 た っ て は そ の

積 極的 な導 入 が促 進 され るよ う 配慮 す るこ と。

オ 導 入 の 対 象 と な る 「 産 業 」 に は 農 業 用 施 設 に お い て 営 ま れ る 農 業 も 含 ま れ る

た め、 その 導 入を 目 的と する 場 合に は 農業 を業 種 とし て選 定 する こ とも 認め ら

れ るこ と。

(4) 産 業 導 入 地 区 の区 域 の設 定及 び 見直 し の考 え方 (4) 産 業 導 入 地 区 の 区域 の設 定 及び 見 直し の考 え 方

農 業 構 造 の 改 善 を 図 ろ う と す る 地 域 は 、 農 村 地 域 内 の 農 業 振 興 地 域 と し 、 地 域 農 業 構 造 の 改 善 を 図 ろ う と す る 地 域 は 、 農 業 振 興 地 域 を 対 象 に 、 札 幌 市 、 旭 川

の 農 業 者 の 安 定 し た 就 業 機 会 を 確 保 し 、 産 業 の 立 地 ・ 導 入 に 伴 う 土 地 利 用 調 整 に 市 、 帯 広 市 、 苫 小 牧 市 及 び 旧 函 館 市 （ 平 成 16年 11月 30日 に お け る 区 域 ） を 除 く 全

よ り 地域 の農 業 の集 積 ・集 約化 等 を図 る 。 域 と し 、 地 域 の 農 業 者 の 安 定 し た 就 業 機 会 を 確 保 し 、 産 業 の 立 地 ・ 導 入 に 伴 う 土

産 業 導 入 地 区 の 区 域 は 地 番 単 位 で 設 定 す る こ と と し 、 区 域 の 設 定 及 び 見 直 し に 地利 用調 整 によ り 地域 の農 業 の集 積 ・集 約化 等 を図 る。

当 た って は、 次 の事 項 に留 意す る もの と する 。 産 業 導 入 区 域 の 設 定 に 当 た っ て は 、 国 土 利 用 計 画 （ 北 海 道 計 画 ）、 北 海 道 土 地

ア 区域 の設 定 利 用 基 本 計 画 、 都 市 計 画 、 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 、 市 町 村 森 林 整 備 計 画 、 公 園 計

(ｱ) 各 種 土 地 利 用 計 画と の調 整 を行 う こと 画 、 自 然 環 境 保 全 地 域 等 の 各 種 の 土 地 利 用 計 画 と の 調 整 を 行 う こ と と し 、 実 施 計

国 土 利 用 計 画 （ 北 海 道 計 画 ）、 北 海 道 土 地 利 用 基 本 計 画 、 都 市 計 画 、 農 業 画 の 策 定 部 局 は 、 農 村 産 業 法 第 ５ 条 第 ６ 項 に 定 め る 協 議 を 行 う 場 合 に は 、 あ ら か

振 興 地 域 整 備 計 画 、 市 町 村 森 林 整 備 計 画 、 公 園 計 画 、 自 然 環 境 保 全 地 域 等 の じ め 都 市 計 画 、 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 等 の 担 当 部 局 と 十 分 に 調 整 し 、 そ の 内 容 を

各 種 の 土 地 利 用 計 画 と の 調 整 を 行 う こ と と し 、 実 施 計 画 の 策 定 部 局 は 、 法 第 実施 計画 に 反映 さ せる もの と する 。

５ 条 第 ６ 項 に 定 め る 協 議 を 行 う 場 合 に は 、 あ ら か じ め 都 市 計 画 、 農 業 振 興 地 な お、 産 業導 入 地区 の区 域 は、 地 番単 位で 設 定す るこ と とす る 。

域 整 備 計 画 等 の 担 当 部 局 と 十 分 に 調 整 し 、 そ の 内 容 を 実 施 計 画 に 反 映 さ せ る ま た 、 市 町 村 は 、 産 業 導 入 地 区 の 区 域 を 定 め る 際 に 、 過 去 に 造 成 さ れ た 工 業 団

もの とす る 。 地 及 び 再 生 利 用 が 困 難 な 荒 廃 農 地 を 含 め 活 用 さ れ て い な い 土 地 が 存 在 す る 場 合 に

(ｲ) 過 去 に 造 成 さ れ た工 業団 地 等の 活 用を 優先 す るこ と は 、 そ の 活 用 を 優 先 す る ほ か 、 こ う し た 土 地 に つ い て 把 握 を 行 う と と も に 、 把 握

市 町 村 は 、 産 業 導 入 地 区 の 区 域 を 定 め る 際 に 、 過 去 に 造 成 さ れ た 工 業 団 地 した 情報 を 体系 化 し、 事業 者 に適 切 に開 示す る こと 。

及 び 再 生 利 用 が 困 難 な 荒 廃 農 地 を 含 め 活 用 さ れ て い な い 土 地 が 存 在 す る 場 合 さ ら に 、 産 業 導 入 地 区 へ の 立 地 を 想 定 し て い た 事 業 者 が 立 地 を 取 り や め た り 、

には、そ の活 用 を優 先す る ほか、こう した 土 地に つ いて 把握 を 行う とと も に、 立 地 し た 事 業 者 が そ の 後 す ぐ に 撤 退 す る 等 の 事 態 が 生 じ な い よ う 、 具 体 的 な 立 地

把握 した 情 報を 体 系化 し、 事 業者 に 適切 に開 示 する こと 。 ニー ズや 事 業実 現 の見 通し を 踏ま え て区 域を 設 定す るこ と とす る 。

(ｳ) 立 地 ニ ー ズ や 事 業の 実施 見 通し を 踏ま える こ と 産 業 導 入 地 区 の 区 域 の 見 直 し に 当 た っ て は 、 企 業 の 立 地 ニ ー ズ や 地 域 の 社 会 構

産 業 導 入 地 区 へ の 立 地 を 想 定 し て い た 事 業 者 が 立 地 を 取 り や め た り 、 立 地 造 の 変 化 等 に よ り 産 業 導 入 地 区 の 区 域 の 変 更 が 市 町 村 の 担 当 部 局 で 調 整 し た 結

し た 事 業 者 が そ の 後 す ぐ に 撤 退 す る 等 の 事 態 が 生 じ な い よ う 、 具 体 的 な 立 地 果、 必要 と 判断 し た場 合に 行 うも の とし 、そ の 際に は道 に 協議 す る。

ニー ズや 事 業実 現 の見 通し を 踏ま え て区 域を 設 定す るこ と とす る 。 な お、既に 実 施計 画を 定 めた 地 区で あっ て、実 施計 画 策定 後相 当 の期 間 を経 て、

イ 区域 の見 直 し い ま だ 産 業 の 導 入 が 行 わ れ て い な い 地 区 に お い て は 、 速 や か に 産 業 が 導 入 さ れ る

産 業 導 入 地 区 の 区 域 の 見 直 し に 当 た っ て は 、 企 業 の 立 地 ニ ー ズ や 地 域 の 社 会 よ う 誘 導 す る ほ か 、 必 要 に 応 じ て 、 実 施 計 画 の 見 直 し を 行 い 、 規 模 の 縮 小 ま た は
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構 造 の 変 化 等 に よ り 産 業 導 入 地 区 の 区 域 の 変 更 が 市 町 村 の 担 当 部 局 で 調 整 し た 実施 計画 の 廃止 等 の必 要な 措 置を 行 う。

結 果、 必要 と 判断 し た場 合に 行 うも の とし 、そ の 際に は道 に 協議 す る。 当 該 土 地 の 立 地 条 件 を 考 慮 し て 農 業 上 の 土 地 利 用 を 図 る こ と が 適 当 と 思 わ れ

な お 、 既 に 実 施 計 画 を 定 め た 地 区 で あ っ て 、 実 施 計 画 策 定 後 相 当 の 期 間 を 経 る 地 区 に つ い て は 、 農 業 上 の 土 地 利 用 が 図 ら れ る よ う 調 整 す る 。

て 、 い ま だ 産 業 の 導 入 が 行 わ れ て い な い 地 区 に お い て は 、 速 や か に 産 業 が 導 入

さ れ る よ う 誘 導 す る ほ か 、 必 要 に 応 じ て 、 実 施 計 画 の 見 直 し を 行 い 、 規 模 の 縮

小 又は 実施 計 画の 廃 止 等 の 必 要 な 措 置 を 行 う 。

ま た 、 当 該 土 地 の 立 地 条 件 を 考 慮 し て 農 業 上 の 土 地 利 用 を 図 る こ と が 適 当

と 思 わ れ る 地 区 に つ い て は 、 農 業 上 の 土 地 利 用 が 図 ら れ る よ う 調 整 す る 。

(5) （ 省 略 ） (5) （ 省 略 ）

２ 農 村 地域 に導 入 され る 産業 への 農 業従 事 者の 就業 の 目標 ２ 農村 地域 に 導入 さ れる 産業 へ の農 業 従事 者の 就 業の 目標

農 村 地 域 へ の 産 業 の 導 入 に 伴 い 増 加 す る 労 働 力 需 要 に 対 し て は 、 導 入 産 業 の 特 農 村 地 域 へ の 産 業 の 導 入 に 伴 い 増 加 す る 労 働 力 需 要 に 対 し て は 、 導 入 産 業 の 特

質 に 応 じ 、 農 業 以 外 の 産 業 に 就 業 を 希 望 す る 農 業 従 事 者 （ そ の 家 族 を 含 む 。 以 下 質 に 応 じ 、 農 業 以 外 の 産 業 に 就 業 を 希 望 す る 農 業 従 事 者 （ そ の 家 族 を 含 む 。 以 下

同 じ 。） や 地 域 住 民 等 か ら の 労 働 力 を 優 先 的 に 充 て る こ と に よ り 、 こ れ ら の 者 の 安 同 じ 。） や 地 域 住 民 等 か ら の 労 働 力 を 優 先 的 に 充 て る こ と に よ り 、 こ れ ら の 者 の 安

定 し た 就 業 機 会 の 確 保 を 図 る 。 定 し た 就 業 機 会 の 確 保 を 図 る 。

こ の 場 合 に お い て 、 市 町 村 は 、 地 域 社 会 の 年 齢 構 成 、 男 女 比 率 、 労 働 力 需 給 の こ の 場 合 に お い て 、 市 町 村 等 は 、 地 域 社 会 の 年 齢 構 成 、 男 女 比 率 、 労 働 力 需 給

状 況 等 を 勘 案 し つ つ 、 農 業 従 事 者 等 の 就 業 の 意 向 を 把 握 し 、 農 業 以 外 の 産 業 に 就 の 状 況 等 を 勘 案 し つ つ 、 農 業 従 事 者 等 の 就 業 の 意 向 を 把 握 し 、 農 業 以 外 の 産 業 に

業 を 希 望 す る 中 高 年 齢 者 就 業 の 円 滑 化 、 非 正 規 労 働 者 の 地 元 に お け る 安 定 就 業 の 就 業 を 希 望 す る 中 高 年 齢 者 就 業 の 円 滑 化 、 非 正 規 労 働 者 の 地 元 に お け る 安 定 就 業

促 進 並 び に 新 規 学 卒 者 を 始 め と す る 若 年 層 の 定 着 化 を 図 る 。 の 促 進 並 び に 新 規 学 卒 者 を 始 め と す る 若 年 層 の 定 着 化 を 図 る 。

ま た 、 労 働 条 件 面 等 で 若 年 層 に 魅 力 あ る 雇 用 機 会 づ く り に 配 慮 す る と と も に 、 ま た 、 労 働 条 件 面 等 で 若 年 層 に 魅 力 あ る 雇 用 機 会 づ く り に 配 慮 す る と と も に 、

適 正 な 労 働 条 件 の 確 保 、 労 使 関 係 の 安 定 促 進 及 び 労 働 者 の 安 全 と 健 康 が 確 保 さ れ 適 正 な 労 働 条 件 の 確 保 、 労 使 関 係 の 安 定 促 進 及 び 労 働 者 の 安 全 と 健 康 が 確 保 さ れ

る 職 場 環 境 の 整 備 並 び に 田 園 回 帰 の 動 き に 対 応 し た Ｕ ・ Ｉ ・ Ｊ タ ー ン 等 の 移 住 希 る 職 場 環 境 の 整 備 並 び に 田 園 回 帰 の 動 き に 対 応 し た Ｕ ・ Ｉ ・ Ｊ タ ー ン 等 の 移 住 希

望 者 の 移 住 の 促 進 に よ る 人 材 の 地 方 環 流 の 円 滑 化 に 努 め る 。 望 者 の 移 住 の 促 進 に よ る 人 材 の 地 方 環 流 の 円 滑 化 に 努 め る 。

３ 農 村 地域 への 産 業の 導 入と 相ま っ て促 進 すべ き農 業 構造 の改 善 に関 す る目 標 ３ 農村 地域 へ の産 業 の導 入と 相 まっ て 促進 すべ き 農業 構造 の 改善 に 関す る目 標

農 村 地 域 及 び そ の 周 辺 の 地 域 に お け る 自 然 的 、 経 済 的 、 社 会 的 諸 条 件 、 需 要 の 農 村 地 域 及 び そ の 周 辺 の 地 域 に お け る 自 然 的 、 経 済 的 、 社 会 的 諸 条 件 、 需 要 の

動 向 及 び 地 域 の 特 性 に 対 応 し た 農 業 生 産 の 方 向 を 考 慮 し 、 食 料 ・ 農 業 ・ 農 村 基 本 動 向 及 び 地 域 の 特 性 に 対 応 し た 農 業 生 産 の 方 向 を 考 慮 し 、 食 料 ・ 農 業 ・ 農 村 基 本

計 画 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 31日 閣 議 決 定 ） や 農 林 水 産 業 ・ 地 域 の 活 力 創 造 プ ラ ン 計 画 （ 平 成 27年 ３ 月 31日 閣 議 決 定 ） や 農 林 水 産 業 ・ 地 域 の 活 力 創 造 プ ラ ン

（ 平 成 25年 12月 農 林 水 産 業 ・ 地 域 の 活 力 創 造 本 部 決 定 、 令 和 ４ 年 ６ 月 改 訂 ）、 第 ６ （ 平 成 2 5年 1 2月 農 林 水 産 業 ・ 地 域 の 活 力 創 造 本 部 決 定 、 平 成 3 0年 6月 改 訂 ）、 第 ５

期 北 海 道 農 業 ・ 農 村 振 興 推 進 計 画 （ 令 和 ３ 年 ３ 月 策 定 ） で 示 さ れ た 政 策 の 方 向 に 期 北 海 道 農 業 ・ 農 村 振 興 推 進 計 画 （ 平 成 2 8年 ３ 月 策 定 ） で 示 さ れ た 政 策 の 方 向 に

即 し 、 農 業 構 造 の 改 善 を 図 る よ う 努 め る 。 即 し 、 農 業 構 造 の 改 善 を 図 る よ う 努 め る 。

こ の 場 合 、 特 に 不 安 定 な 就 業 状 態 に あ る 農 業 従 事 者 等 の 地 元 に お け る 安 定 し た こ の 場 合 、 特 に 不 安 定 な 就 業 状 態 に あ る 農 業 従 事 者 等 の 地 元 に お け る 安 定 し た

就 業 の 場 の 確 保 に 努 め る と と も に 、 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 （ 昭 和 5 5年 法 律 第 6 5 就 業 の 場 の 確 保 に 努 め る と と も に 、 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 （ 昭 和 5 5年 法 律 第 6 5

号 ） に 規 定 す る 認 定 農 業 者 や 地 域 農 業 を 支 え る 農 業 法 人 等 を 育 成 ・ 確 保 し 、 こ れ 号 ） に 規 定 す る 認 定 農 業 者 や 地 域 農 業 を 支 え る 農 業 法 人 等 を 育 成 ・ 確 保 し 、 こ れ

ら の 経 営 体 に 、 で き る だ け 面 的 に ま と ま り を も っ た 形 で の 農 用 地 の 集 積 ・ 集 約 化 ら の 経 営 体 に 、 で き る だ け 面 的 に ま と ま り を も っ た 形 で の 農 用 地 の 集 積 ・ 集 約 化

を 進 め る な ど 、 国 際 化 に 対 応 し 得 る 生 産 性 の 高 い 農 業 の 確 立 に 努 め る 。 具 体 的 に を 進 め る な ど 、 国 際 化 に 対 応 し 得 る 生 産 性 の 高 い 農 業 の 確 立 に 努 め る 。 具 体 的 に

は 、 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 に 基 づ き 市 町 村 が 策 定 す る 基 本 構 想 の 内 容 や 、「 地 域 は 、 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 に 基 づ き 市 町 村 が 策 定 す る 基 本 構 想 の 内 容 や 、「 人 ・

計 画 （ 人 ・ 農 地 プ ラ ン ）」 の 内 容 等 に 留 意 し つ つ 、 農 地 中 間 管 理 機 構 を 活 用 し た 認 農 地 プ ラ ン 」 の 内 容 等 に 留 意 し つ つ 、 農 地 中 間 管 理 機 構 を 活 用 し た 認 定 農 業 者 等

定 農 業 者 等 の 担 い 手 へ の 農 地 の 集 積 ・ 集 約 化 を 加 速 し 、 経 営 規 模 の 拡 大 を 図 る こ の 担 い 手 へ の 農 地 の 集 積 ・ 集 約 化 を 加 速 し 、 経 営 規 模 の 拡 大 を 図 る こ と で 、 生 産
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と で 、 生 産 コ ス ト の 削 減 に 努 め る 。 そ の 際 、 担 い 手 へ の 農 地 の 集 積 ・ 集 約 化 を 進 コ ス ト の 削 減 に 努 め る 。 そ の 際 、 担 い 手 へ の 農 地 の 集 積 ・ 集 約 化 を 進 め る 中 で 農

め る 中 で 農 村 地 域 に お け る 産 業 導 入 促 進 が 農 業 構 造 の 改 善 を 阻 害 し な い よ う 配 慮 村 地 域 に お け る 産 業 導 入 促 進 が 農 業 構 造 の 改 善 を 阻 害 し な い よ う 配 慮 す る 。

す る 。 ま た 、 農 業 を 支 援 す る 機 能 を 有 す る 産 業 と 地 域 の 農 業 が 相 互 に 補 完 し あ い 、 農

ま た 、 農 業 を 支 援 す る 機 能 を 有 す る 産 業 と 地 域 の 農 業 が 相 互 に 補 完 し あ い 、 農 産 物 の 高 付 加 価 値 化 等 に よ り 農 業 の 振 興 を 図 る こ と に も 配 慮 す る 。

産 物 の 高 付 加 価 値 化 等 に よ り 農 業 の 振 興 を 図 る こ と に も 配 慮 す る 。 さ ら に 、 農 業 従 事 者 の 他 産 業 へ の 就 業 動 向 に 即 し つ つ 、 農 業 生 産 基 盤 の 計 画 的

さ ら に 、 農 業 従 事 者 の 他 産 業 へ の 就 業 動 向 に 即 し つ つ 、 農 業 生 産 基 盤 の 計 画 的 整 備 を 重 点 的 か つ 効 果 的 に 推 進 す る と と も に 農 村 地 域 に お け る 定 住 条 件 の 整 備 を

整 備 を 重 点 的 か つ 効 果 的 に 推 進 す る と と も に 農 村 地 域 に お け る 定 住 条 件 の 整 備 を 一 体 的 に 推 進 す る こ と に よ り 、 活 力 と 潤 い の あ る 農 村 社 会 の 建 設 を 進 め る 。

一 体 的 に 推 進 す る こ と に よ り 、 活 力 と 潤 い の あ る 農 村 社 会 の 建 設 を 進 め る 。

４ 農 村 地域 への 産 業の 導 入に 伴う 施 設用 地 と農 用地 等 との 利用 の 調整 に 関す る方 針 ４ 農村 地域 へ の産 業 の導 入に 伴 う施 設 用地 と農 用 地等 との 利 用の 調 整に 関す る 方針

（本 文 省略 ） （ 省略 ）

【 下図 新 設】

産業 導 入地 区の 区 域設 定 に当 たっ て の調 整 事項

基 本 的事 項 や む を得 ず農 用 地を 含 める 場合 の 追加 事 項

各 種土 地利 用 計画 と の調 整を 行 う 農 用 地区 域 外で の開 発 を優 先 す

こ と る こ と

過 去に 造成 さ れた 工 業団 地等 の 活 周 辺 の土 地 の農 業上 の 効率 的 な

用 を優 先す る こと 利 用 に支 障 が生 じな い こと

立 地ニ ーズ や 事業 の 実施 見通 し を 面 積 規模 が 最小 限で あ るこ と

踏 まえ るこ と 面 的 整備 を 実施 した 農 用地 を 含

め な いこ と

農 地 中間 管 理機 構関 連 農地 整 備

事 業 の取 組 に支 障が 生 じな い こと

５ 農 村 地域 に導 入 され る 産業 の用 に 供す る 施設 の整 備 に関 する 事 項 ５ 農村 地域 に 導入 さ れる 産業 の 用に 供 する 施設 の 整備 に関 す る事 項

（省 略 ） （ 省略 ）

６ 労 働 力 の 需 給 の 調 整 及 び 農 業 従 事 者 の 農 村 地 域 に 導 入 さ れ る 産 業 の 就 業 の 円 滑 化 ６ 労 働 力 の 需 給 の 調 整 及 び 農 業 従 事 者 の 農 村 地 域 に 導 入 さ れ る 産 業 の 就 業 の 円 滑 化

に関 す る事 項 に 関す る事 項

（省 略 ） （ 省略 ）

７ 農 村 地 域 へ の 産 業 の 導 入 と 相 ま っ て 農 業 構 造 の 改 善 を 促 進 す る た め に 必 要 な 農 業 ７ 農 村 地 域 へ の 産 業 の 導 入 と 相 ま っ て 農 業 構 造 の 改 善 を 促 進 す る た め に 必 要 な 農 業

生産 の 基盤 の整 備 及び 開 発そ の他 の 事業 に 関す る事 項 生 産の 基盤 の 整備 及 び開 発そ の 他の 事 業に 関す る 事項

農 村 地 域 へ の 産 業 の 導 入 と 相 ま っ て 、 農 業 構 造 の 改 善 を 図 る た め 、 地 域 の 実 情 に 農 村 地 域 へ の 産 業 の 導 入 と 相 ま っ て 、 農 業 構 造 の 改 善 を 図 る た め 、 地 域 の 実 情 に
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応 じ な が ら 、 次 の 施策 を 実施 する 。 応 じな がら 、 次の 施 策を 実施 す る。

(1) 担 い 手 の 育 成 ・確 保 (1) 担 い 手 の 育 成 ・ 確保

本 道 農 業 の 持 続 的 な 発 展 を 図 っ て い く た め 、 本 道 の 太 宗 を 占 め る 家 族 経 営 な ど 本 道 農 業 の 持 続 的 な 発 展 を 図 っ て い く た め 、 本 道 の 太 宗 を 占 め る 家 族 経 営 な ど

地 域 農 業 を 担 う 経 営 体 の 体 質 強 化 と 経 営 安 定 に 向 け た 支 援 を 推 進 す る と と も に 、 地 域 農 業 を 担 う 経 営 体 の 体 質 強 化 と 経 営 安 定 に 向 け た 支 援 を 推 進 す る と と も に 、

農 外 か ら の 新 規 就 農 者 や 農 業 後 継 者 の 育 成 ・ 確 保 、 農 業 法 人 の 育 成 や 家 族 経 営 を 農 外 か ら の 新 規 就 農 者 や 農 業 後 継 者 の 育 成 ・ 確 保 、 農 業 法 人 の 育 成 や 家 族 経 営 を

支 え る 外 部 の 営 農 支 援 組 織 の 整 備 、 女 性 農 業 者 等 が 活 躍 で き る 環 境 づ く り な ど を 支 え る 地 域 営 農 支 援 シ ス テ ム の 整 備 、 女 性 農 業 者 等 が 活 躍 で き る 環 境 づ く り な ど

推 進 する 。 を推 進す る 。

農 用 地 の 利 用 の 集 積 に 当 た っ て は 、 地 域 に お い て 、「 地 域 計 画 （ 人 ・ 農 地 プ ラ 農 用 地 の 利 用 の 集 積 に 当 た っ て は 、 地 域 に お い て 、「 人 ・ 農 地 プ ラ ン 」 の 策 定

ン ）」 の 策 定 ・ 見 直 し を 積 極 的 に 進 め る 中 で 、 農 業 者 の 将 来 の 経 営 規 模 や 農 用 地 ・ 見 直 し を 積 極 的 に 進 め る 中 で 、 農 業 者 の 将 来 の 経 営 規 模 や 農 用 地 の 利 用 に 関 す

の 利 用 に 関 す る 意 向 を 踏 ま え 、 農 地 の 集 積 ・ 集 約 化 に 向 け た 合 意 形 成 を 図 り 、 農 る 意 向 を 踏 ま え 、 農 地 の 集 積 ・ 集 約 化 に 向 け た 合 意 形 成 を 図 り 、 農 地 中 間 管 理 機

地 中 間 管 理 機 構 の 事 業 な ど 各 種 の 農 地 流 動 化 施 策 を 積 極 的 に 推 進 し 、 効 率 的 か つ 構 の 事 業 な ど 各 種 の 農 地 流 動 化 施 策 を 積 極 的 に 推 進 し 、 効 率 的 か つ 安 定 的 な 農 業

安 定 的な 農業 経 営が 農 業生 産の 相 当部 分 を担 う望 ま しい 農業 構 造を 実 現す る。 経営 が農 業 生産 の 相当 部分 を 担う 望 まし い農 業 構造 を実 現 する 。

(2) 農 業 生 産 基 盤 及び 農 業施 設の 整 備 (2) 農 業 生 産 基 盤 及 び農 業施 設 の整 備

本 道 農 業 の 生 産 力 ・ 競 争 力 の 強 化 に 向 け て 、 ス マ ー ト 農 業 技 術 や 野 菜 な ど の 高 農 地 ・ 農 業 水 利 施 設 は 、 農 業 生 産 に 欠 く こ と の で き な い 基 礎 的 な 資 源 で あ り 、

収 益 作 物 の 導 入 を 容 易 と す る 農 地 の 大 区 画 化 や 排 水 対 策 、 高 品 質 で 安 定 し た 生 産 良 好 な 営 農 条 件 を 備 え た 農 地 や 健 全 な 農 業 水 利 施 設 の 確 保 と 有 効 利 用 を 図 る た

を 支 え る 畑 地 か ん が い な ど の 整 備 を 推 進 す る と と も に 、 農 業 水 利 施 設 等 の 補 修 及 め 、 農 地 の 大 区 画 化 、 汎 用 化 、 排 水 性 強 化 の た め の 整 備 や 必 要 な 用 水 を 安 定 的 に

び 更 新 を 段 階 的 ・ 継 続 的 に 行 う 戦 略 的 な 保 全 管 理 、 農 業 水 利 施 設 の 耐 震 化 や た め 確 保 す る た め の 整 備 等 を 推 進 す る と と も に 、 更 新 期 を 迎 え る 基 幹 水 利 施 設 や 農 地

池 等 の決 壊防 止 に向 け た整 備な ど の防 災 ・減 災対 策 を推 進す る 。 の保 全に 必 要な 施 設等 の計 画 的な 維 持管 理・ 改 修・ 更新 等 の整 備 を推 進す る 。

ま た 、 道 産 農 産 物 の 競 争 力 を 高 め 、 消 費 者 や 実 需 者 の ニ ー ズ に 対 応 し た 安 全 ・ ま た 、 道 産 農 産 物 の 競 争 力 を 高 め 、 消 費 者 や 実 需 者 の ニ ー ズ に 対 応 し た 安 全 ・

安 心 で 良 質 な 農 産 物 及 び 加 工 食 品 の 安 定 的 な 供 給 を 図 る た め 、 生 産 コ ス ト の 低 減 安 心 で 良 質 な 農 産 物 及 び 加 工 食 品 の 安 定 的 な 供 給 を 図 る た め 、 生 産 コ ス ト の 低 減

や 高 収 益 作 物 の 導 入 、 付 加 価 値 の 向 上 、 流 通 の 効 率 化 等 に 必 要 な 農 業 生 産 近 代 化 や 高 収 益 作 物 の 導 入 、 付 加 価 値 の 向 上 、 流 通 の 効 率 化 等 に 必 要 な 農 業 生 産 近 代 化

施 設 や流 通加 工 施設 の 整備 を推 進 する 。 施設 や流 通 加工 施 設の 整備 を 推進 す る。

８ そ の 他必 要な 事 項 ８ その 他必 要 な事 項

農 村 地 域 へ の 産 業 の 導 入 の 円 滑 な 推 進 を 図 る た め 、 更 に 次 の 事 項 に 留 意 す る 。 農 村 地 域 へ の 産 業 の 導 入 の 円 滑 な 推 進 を 図 る た め 、 更 に 次 の 事 項 に 留 意 す る 。

(1) 環 境 の 保 全 等 (1) 環 境 の 保 全 等

実 施 計 画 の 策 定 及 び こ れ に 基 づ く 具 体 的 な 産 業 の 導 入 に 当 た っ て は 、 環 境 基 実 施 計 画 の 策 定 及 び こ れ に 基 づ く 具 体 的 な 産 業 の 導 入 に 当 た っ て は 、 環 境 基

本 法（ 平 成 ５ 年 法 律 第 91号 ）、北 海 道 環 境 基 本 条 例（ 平 成 ８ 年 北 海 道 条 例 第 37号 ） 本 法（ 平 成 ５ 年 法 律 第 91号 ）、北 海 道 環 境 基 本 条 例（ 平 成 ８ 年 北 海 道 条 例 第 37号 ）

等 の 環 境 関 係 諸 法 令 に 基 づ き 、 地 域 の 特 性 を 考 慮 し 、 必 要 に 応 じ て 環 境 に 与 え 等 の 環 境 関 係 諸 法 令 に 基 づ き 、 地 域 の 特 性 を 考 慮 し 、 必 要 に 応 じ て 環 境 に 与 え

る 影 響 を 調 査 検 討 し 、 優 れ た 自 然 の 保 全 及 び 森 林 、 農 地 、 水 辺 地 等 に お け る 自 る 影 響 を 調 査 検 討 し 、 優 れ た 自 然 の 保 全 及 び 森 林 、 農 地 、 水 辺 地 等 に お け る 自

然 環 境 の 維 持 ・ 形 成 に 努 め る 。 然 環 境 の 維 持 ・ 形 成 に 努 め る と と も に 、 公 害 の 防 止 は も と よ り エ ネ ル ギ ー 利 用

ま た 、 公 害 の 防 止 は も と よ り エ ネ ル ギ ー 利 用 の 効 率 化 、 健 全 な 水 循 環 機 能 の の 効 率 化 、 健 全 な 水 循 環 機 能 の 保 全 、 適 正 な リ サ イ ク ル ・ 廃 棄 物 処 理 等 に よ り 、

保 全 、 適 正 な リ サ イ ク ル ・ 廃 棄 物 処 理 等 に よ り 、 大 気 環 境 、 水 環 境 、 土 壌 環 境 大 気 環 境 、 水 環 境 、 土 壌 環 境 等 へ の 負 荷 を で き る 限 り 増 加 さ せ な い よ う 努 め る

等 へ の 負 荷 を で き る 限 り 増 加 さ せ な い よ う 努 め る と と も に 、 国 の 環 境 基 本 計 画 、 と と も に 、 国 の 環 境 基 本 計 画 、 北 海 道 環 境 基 本 計 画 等 の 環 境 保 全 に 関 す る 計 画

北 海 道 環 境 基 本 計 画 等 の 環 境 保 全 に 関 す る 計 画 と の 整 合 を 図 る な ど 農 村 地 域 の と の 整 合 を 図 る な ど 農 村 地 域 の 環 境 の 保 全 に 十 分 配 慮 す る 。

環 境 の 保 全 に 十 分 配 慮 す る 。 な お 、 産 業 の 導 入 後 に お い て も 、 必 要 に 応 じ 環 境 の 監 視 、 環 境 に 与 え る 影 響

な お 、 産 業 の 導 入 後 に お い て も 、 必 要 に 応 じ 環 境 の 監 視 、 環 境 に 与 え る 影 響 に つ い て の 調 査 検 討 の フ ォ ロ ー ア ッ プ 等 を 行 う 。 ま た 、 事 業 者 の 講 ず る 環 境 保

に つ い て の 調 査 検 討 の フ ォ ロ ー ア ッ プ 等 を 行 う 。 ま た 、 事 業 者 の 講 ず る 環 境 保 全 対 策 に つ い て も 積 極 的 に 指 導 を 行 う 。

全 対 策 に つ い て も 積 極 的 に 指 導 を 行 う 。 さ ら に 、 交 通 量 の 増 加 に 伴 う 道 路 に お け る 危 険 を 防 止 し 、 そ の 他 、 交 通 の 安

さ ら に 、 交 通 量 の 増 加 に 伴 う 道 路 に お け る 危 険 を 防 止 し 、 そ の 他 、 交 通 の 安 全 と 円 滑 化 を 図 る と と も に 、 道 路 の 交 通 に 起 因 す る 障 害 の 防 止 に 配 慮 す る 。
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全 と 円 滑 化 を 図 る と と も に 、 道 路 の 交 通 に 起 因 す る 障 害 の 防 止 に 配 慮 す る 。

(2)～ (5) （ 省 略 ） (2)～ (5) （ 省 略 ）

(6) 企 業 へ の 情 報 提供 等 (6) 企 業 へ の 情 報 提 供等

道 及 び 市 町 村 は 、 産 業 導 入 地 区 に 関 す る 情 報 、 企 業 に 対 す る 支 援 措 置 等 に つ 道 及 び 市 町 村 は 、 産 業 導 入 地 区 に 関 す る 情 報 、 企 業 に 対 す る 支 援 措 置 等 に つ

い て 、 企 業 等 に 周 知 を 図 る と と も に 、 産 業 導 入 地 区 へ の 産 業 の 導 入 の あ っ せ ん い て 、 企 業 等 に 周 知 を 図 る と と も に 、 産 業 導 入 地 区 へ の 産 業 の 導 入 の あ っ せ ん

活 動 を 積 極 的 か つ 継 続 的 に 進 め る 。 ま た 、 地 域 の 起 業 化 支 援 事 業 へ の 参 画 、 新 活 動 を 積 極 的 か つ 継 続 し て 進 め る 。 ま た 、 地 域 の 起 業 化 支 援 事 業 へ の 参 画 、 新

産 業 育 成 へ の 支 援 、 外 資 系 企 業 へ の Ｐ Ｒ 活 動 等 に 関 す る 情 報 交 流 を 進 め る 。 さ 産 業 育 成 へ の 支 援 、 外 資 系 企 業 へ の Ｐ Ｒ 活 動 等 に 関 す る 情 報 交 流 を 深 め る 。 さ

ら に 、 立 地 後 の 企 業 に つ い て も そ の 定 着 化 を 図 る た め に 必 要 な 指 導 そ の 他 の 援 ら に 、 立 地 後 の 企 業 に つ い て も そ の 定 着 化 を 図 る た め に 必 要 な 指 導 そ の 他 の 援

助 を 行 う 。 助 を 行 う 。

こ れ ら を 効 果 的 に 行 う た め 、 農 村 地 域 へ の 産 業 の 導 入 を 円 滑 に 推 進 す る た め こ れ ら を 効 果 的 に 行 う た め 、 農 村 地 域 へ の 産 業 の 導 入 を 円 滑 に 推 進 す る た め

に 農 林 水 産 省 に 設 置 さ れ た 「 農 村 地 域 産 業 導 入 支 援 施 策 活 用 窓 口 」 の 活 用 を 図 に 農 林 水 産 省 に 設 置 さ れ た 「 農 村 地 域 産 業 導 入 支 援 施 策 活 用 窓 口 」 の 活 用 を 図

る と と も に 、 農 村 地 域 へ の 産 業 の 導 入 に 関 す る 情 報 の 収 集 及 び 提 供 、 地 方 公 共 る と と も に 、 農 村 地 域 へ の 産 業 の 導 入 に 関 す る 情 報 の 収 集 及 び 提 供 、 地 方 公 共

団 体 と 企 業 と の 間 に 立 っ た あ っ せ ん 活 動 、 立 地 企 業 と の 情 報 交 換 ・ 交 流 促 進 等 団 体 と 企 業 と の 間 に 立 っ た あ っ せ ん 活 動 、 立 地 企 業 の 情 報 交 換 ・ 交 流 促 進 等 を

を 行 う 一 般 財 団 法 人 日 本 立 地 セ ン タ ー 、 一 般 財 団 法 人 都 市 農 山 漁 村 交 流 活 性 化 行 う 一 般 財 団 法 人 日 本 立 地 セ ン タ ー 、 一 般 財 団 法 人 都 市 農 山 漁 村 交 流 活 性 化 機

機 構 等 の 活 用 に 努 め る 。 構 等 の 活 用 に 努 め る 。

(7) （ 省 略 ） (7) （ 省 略 ）

(8) 撤 退 時 の ル ー ルに つ いて (8) 撤 退 時 の ル ー ル につ いて

市 町 村 は 、 立 地 企 業 が 撤 退 し た 後 の 跡 地 の 有 効 活 用 が 可 能 と な る よ う 立 地 企 市 町 村 は 、 立 地 企 業 が 撤 退 し た 後 の 跡 地 の 有 効 活 用 が 可 能 と な る よ う 立 地 企

業 が や む を 得 ず 撤 退 す る 場 合 に 備 え 、 企 業 の 撤 退 に 関 す る 情 報 を 可 能 な 限 り 早 業 が や む を 得 ず 撤 退 す る 場 合 に 備 え 、 企 業 の 撤 退 に 関 す る 情 報 を 可 能 な 限 り 早

期 に 市 町 村 に 報 告 す る 仕 組 み や 、 撤 退 し た 場 合 、 例 え ば 施 設 の 撤 去 義 務 、 費 用 期 に 市 町 村 に 報 告 す る 仕 組 み や 、 撤 退 し た 場 合 、 例 え ば 施 設 の 撤 去 義 務 、 費 用

負 担 に 関 す る 事 項 及 び 施 設 を 存 置 す る 場 合 の 代 替 企 業 の 確 保 義 務 の 明 確 化 等 の 負 担 に 関 す る 事 項 及 び 施 設 を 存 置 す る 場 合 の 代 替 企 業 の 確 保 義 務 の 明 確 化 等 の

ル ー ル を 実 施 計 画 に 盛 り 込 み 、 市 町 村 と 企 業 間 で 企 業 の 立 地 時 に ル ー ル を 定 め ル ー ル を 実 施 計 画 に 盛 り 込 み 、 市 町 村 と 企 業 間 で 企 業 の 立 地 時 に 定 め て お く よ

て お く よ う 努 め る 。 う 努 め る 。

(9) 実 施 計 画 の フ ォロ ー アッ プ体 制 の確 保 (9) 実 施 計 画 の フ ォ ロー アッ プ 体制 の 確保

市 町 村 は 、 産 業 導 入 地 区 、 当 該 区 域 に 係 る 土 地 利 用 の 調 整 の 状 況 、 導 入 産 業 の 市 町 村 は 、 産 業 導 入 地 区 、 当 該 区 域 に 係 る 土 地 利 用 の 調 整 の 状 況 、 導 入 産 業 の

業 種 及 び 規 模 、 導 入 産 業 へ の 農 業 従 事 者 の 就 業 の 目 標 、 産 業 導 入 と 相 ま っ て 促 進 業 種 及 び 規 模 、 導 入 産 業 へ の 農 業 従 事 者 の 就 業 の 目 標 、 産 業 導 入 と 相 ま っ て 促 進

す べ き 農 業 構 造 の 改 善 に 関 す る 目 標 、 産 業 導 入 地 区 内 の 遊 休 地 の 解 消 状 況 、 企 業 す べ き 農 業 構 造 の 改 善 に 関 す る 目 標 、 産 業 導 入 地 区 内 の 遊 休 地 の 解 消 状 況 、 企 業

撤 退 時 の ル ー ル づ く り 等 に つ い て 、 自 ら が 定 期 的 に 確 認 す る と と も に 、 当 該 確 認 撤 退 時 の ル ー ル づ く り 等 に つ い て 、 自 ら が 定 期 的 に 確 認 す る と と も に 、 当 該 確 認

の 結 果を 国及 び 道と 共 有す るよ う 努め る 。 の結 果を 国 及び 道 と共 有す る よう 努 める 。

確 認の 結果 、遊 休地 の発 生 を始 め 産業 導入 促 進が 適 切に 進展 し てい な い場 合や、 確 認の 結 果、遊 休地 の 発生 を 始め 産業 導 入促 進 が適 切に 進 展し て いな い場 合 や、

農 業 従 事 者 の 就 業 の 目 標 ・ 農 業 構 造 の 改 善 に 関 す る 目 標 の 達 成 が 明 ら か に 見 込 ま 農 業 従 事 者 の 就 業 の 目 標 ・ 農 業 構 造 の 改 善 に 関 す る 目 標 の 達 成 が 明 ら か に 見 込 ま

れ な い と 認 め ら れ る 場 合 な ど に お い て は 、 市 町 村 は 、 そ の 理 由 や 今 後 の 方 策 等 に れ な い と 認 め ら れ る 場 合 な ど に お い て は 、 市 町 村 は 、 そ の 理 由 や 今 後 の 方 策 等 に

つ い て 検 討 を 行 い 、 事 業 計 画 の 変 更 、 縮 小 及 び 廃 止 を 含 め 制 度 運 営 の 改 善 等 を 図 つ い て 検 討 を 行 い 、 事 業 計 画 の 変 更 、 縮 小 及 び 廃 止 を 含 め 制 度 運 営 の 改 善 等 を 図

る 。 こ の 場 合 に お い て も 、 当 該 検 討 結 果 等 に つ い て 、 国 及 び 道 と 共 有 す る よ う 努 る 。 こ の 場 合 に お い て も 、 当 該 検 討 結 果 等 に つ い て 、 国 及 び 道 と 共 有 す る よ う 努

め る 。 める 。
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ま た 、 市 町 村 は 、 農 村 地 域 工 業 等 導 入 促 進 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 29年 市 町 村 は 、 一 部 改 正 法 の 施 行 前 に す で に 定 め ら れ た 実 施 計 画 に つ い て も 、 フ ォ

法 律 第 48号 ） の 施 行 前 に す で に 定 め ら れ た 実 施 計 画 に つ い て も 、 フ ォ ロ ー ア ッ プ ロー アッ プ 体制 を 確保 する 。

体 制 を確 保す る よう 努 める 。

(10) （ 省 略 ） (10) （ 省 略 ）

【 削除 】 (11) 新 た な 業 種 に つ いて

目 標 年 次 前 に お い て も 、 市 町 村 と 事 業 者 の 間 で 、 産 業 導 入 地 区 の 候 補 及 び 規 模

に つ き 、 あ る 程 度 具 体 的 に 話 が 進 み 、 別 表 ３ 【 選 定 理 由 】 (1)か ら (3)に 基 づ き 、

新た な業 種 を選 定 する 際に は 、あ ら かじ め道 の 関係 部局 と の調 整 を行 う。

別 表１ 別 表 １

１ 自 然 公園 法で 指 定す る 国立 公園 及 び国 定 公園 の特 別 地域（ 特別 保護 地 区を 含む 。） １ 自然 公園 法 で指 定 する 国立 公 園及 び 国定 公園 の 特別 地域

２ 北 海 道立 自然 公 園条 例 で指 定す る 道立 自 然公 園の 特 別地 域 ２ 北海 道立 自 然公 園 条例 で指 定 する 道 立自 然公 園 の特 別地 域

３ 自 然 環境 保全 法 で指 定 する 原生 自 然環 境 保全 地域 及 び自 然環 境 保全 地 域 ３ 自然 環境 保 全法 で 指定 する 自 然環 境 保全 地域

４ 北 海 道 自 然 環 境 等 保 全 条 例 で 指 定 す る 道 自 然 環 境 保 全 地 域 、 環 境 緑 地 保 護 地 区 、 ４ 北海 道自 然 環境 等 保全 条例 で 指定 す る道 自然 環 境保 全地 域

自然 景 観保 護地 区 及び 学 術自 然保 護 地区

５ 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 で 設 定 す る 鳥 獣 保 護 区 の う ５ 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 で 設 定 す る 鳥 獣 保 護 区 の う

ち特 別 保護 地区 ち 特別 保護 地 区

６ 上 記 以 外 の 法 令 で 湿 原 、 水 辺 植 生 、 野 生 鳥 獣 の 生 息 地 等 の 保 全 の た め 、 工 場 用 地 ６ 上 記 以 外 の 法 令 で 湿 原 、 水 辺 植 生 、 野 生 鳥 獣 の 生 息 地 等 の 保 全 の た め 、 工 場 用 地

等の 整 備に 当た り 許可 を 要す ると さ れて い る地 域 等 の整 備に 当 たり 許 可を 要す る とさ れ てい る地 域

別 表２ 別 表 ２

１ 別 表 １の １又 は 同表 の ２の 自然 公 園の 普 通地 域 １ 別表 １の １ 又は 同 表の ２の 自 然公 園 の普 通地 域

２ 【 削 除】 ２ 北 海 道 自 然 環 境 等 保 全 条 例 で 指 定 す る 環 境 緑 地 保 護 地 区 、 自 然 景 観 保 護 地 区 及 び

学 術自 然保 護 地区

２ 別 表 １の ５の 鳥 獣保 護 区の うち 特 別保 護 地区 以外 の 地区 ３ 別表 １の ５ の鳥 獣 保護 区の う ち特 別 保護 地区 以 外の 地区

３ 別 表 １の 地域 の 周辺 で 、こ れら の 地域 等 に影 響を 及 ぼす おそ れ が大 き い地 域 ４ 別表 １の 地 域の 周 辺で 、こ れ らの 地 域等 に影 響 を及 ぼす お それ が 大き い地 域

４ そ の 他 の 環 境 保 全 上 重 要 な 地 域 （ 環 境 省 が 自 然 環 境 保 全 基 礎 調 査 で 選 定 し た 特 定 ５ そ の 他 の 環 境 保 全 上 重 要 な 地 域 （ 環 境 省 が 自 然 環 境 保 全 基 礎 調 査 で 選 定 し た 特 定

植 物 群 落 、 生 物 多 様 性 の 観 点 か ら 重 要 度 の 高 い 湿 地 、 自 然 再 生 推 進 法 に 基 づ く 自 然 植 物 群 落 、 生 物 多 様 性 の 観 点 か ら 重 要 度 の 高 い 湿 地 、 自 然 再 生 推 進 法 に 基 づ く 自 然

再生 事 業の 実施 地 域等 ） 再 生事 業の 実 施地 域 等）

【 削除 】 別 表 ３

【 具 体の 業種 】

日 本 標準 産 業分 類の 中 分類 に よる 区分

コ ード

１ 農 業 （農 地 転用 を伴 う 農業 用 施設 にお け る農 業に 限 る）

９ ○ 食 料 品製 造 業

10 ○ 飲 料 ・ た ば こ・ 飼料 製 造業

11 ○ 繊 維 工 業
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1 2 ○ 木 材 ・ 木 製 品製 造業 （ 家具 を 除く ）

13 ○ 家 具 ・ 装 備 品製 造業

14 ○ パ ル プ ・ 紙 ・紙 加工 品 製造 業

15 ○ 印 刷 ・ 同 関 連業

16 ○ 化 学 工 業

17 ○ 石 油 製 品 ・ 石炭 製品 製 造業

18 ○ プ ラ ス チ ッ ク製 品製 造 業

19 ○ ゴ ム 製 品 製 造業

21 ○ 窯 業 ・ 土 石 製品 製造 業

22 ○ 鉄 鋼 業

23 ○ 非 鉄 金 属 製 造業

24 ○ 金 属 製 品 製 造業

25 ○ は ん 用 機 械 器具 製造 業

26 ○ 生 産 用 機 械 器具 製造 業

27 ○ 業 務 用 機 械 器具 製造 業

28 ○ 電 子 部 品 ・ デバ イス ・ 電子 回 路製 造業

29 ○ 電 気 機 械 器 具製 造業

31 ○ 輸 送 用 機 械 器具 製造 業

32 ○ そ の 他 の 製 造業

44 ○ 道 路 貨 物 運 送業

47 ○ 倉 庫 業

48 ○ 運 輸 に 附 帯 する サー ビ ス業

50 ○ 各 種 商 品 卸 売業

52 ○ 飲 食 料 品 卸 売業

53 ○ 建 築 材 料 、 鉱物 ・金 属 材料 等 卸売 業

54 ○ 機 械 器 具 卸 売業

55 ○ そ の 他 の 卸 売業

○ 実 施計 画 に記 載 され 、立 地 済み の 業種

【 選定 理由 】

(1) 安 定 し た 就 業 機 会の 確保

導 入 す る 業 種 は 、 地 域 の 農 業 者 の 安 定 し た 就 業 機 会 が 確 保 さ れ 常 用 雇 用 者 が 常

駐 化 す る 業 種 を 選 定 す る も の と し 、 就 業 機 会 が 創 出 さ れ る と し て も 、 雇 用 創 出 効

果 に 比 し て 広 大 な 施 設 用 地 を 要 す る 形 態 の 業 種 に つ い て は 、 選 定 し な い も の と す

る。

(2) 雇 用 構 造 の 高 度 化

導 入 す る 業 種 は 、 農 業 と 導 入 産 業 と の 均 衡 あ る 発 展 を 図 る た め 、 農 村 地 域 に お

け る 労 働 力 の 効 率 的 か つ 適 正 な 配 分 に 資 す る 業 種 を 選 定 す る も の と し 、 農 村 地 域

に 住 む そ れ ぞ れ の 住 民 の 希 望 及 び 能 力 に 従 っ て 就 業 が 行 わ れ 、 所 得 の 向 上 が 図 ら

れる もの と する 。

(3) 公 害 の 防 止 、 自 然環 境の 保 全、 生 活環 境の 保 全及 び地 域 産業 等 との 調和
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導 入 す る 業 種 は 、 周 辺 地 域 の 他 産 業 や 住 民 の 事 業 環 境 や 生 活 環 境 へ の 影 響 に 懸

念 が 生 じ な い よ う 、 市 町 村 の 都 市 計 画 の 方 針 に 適 合 す る も の で あ る と と も に 、 や

む を 得 ず 広 域 的 に 大 規 模 な 集 客 性 の あ る 施 設 を 導 入 す る 場 合 に は 、 周 辺 環 境 や 土

地 利 用 、 広 域 的 な 交 通 流 態 等 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼ す お そ れ の な い 業 種 を 選 定 す る

もの とす る 。

(4) 上 記 (1)～ (3)に 加 え 、 業 種 毎 に 産 業 の 立 地 ニ ー ズ や 事 業 の 実 現 の 見 通 し な ど に

つ い て 、 市 町 村 と 事 業 者 と の 間 で 具 体 的 な 協 議 が 進 め ら れ て い る も の を 下 記 か ら

選定 する も のと す る。

① 食料 品 製造 業、飲 料・ た ばこ ・ 飼料 製造 業、繊 維 工業、木 材 ・木 製 品製 造業 、

家 具 ・ 装 備 品 製 造 業 、 パ ル プ ・ 紙 ・ 紙 加 工 品 製 造 業 、 印 刷 ・ 同 関 連 業 、 化 学 工

業 、 石 油 製 品 ・ 石 炭 製 品 製 造 業 、 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業 、 ゴ ム 製 品 製 造 業 、

窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業 、 鉄 鋼 業 、 非 鉄 金 属 製 造 業 、 金 属 製 品 製 造 業 、 は ん 用 機

械 器 具 製 造 業 、 生 産 用 機 械 器 具 製 造 業 、 業 務 用 機 械 器 具 製 造 業 、 電 子 部 品 ・ デ

バ イ ス ・ 電 子 回 路 製 造 業 、 電 気 機 械 器 具 製 造 業 、 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 、 そ の

他 の 製 造 業 、 道 路 貨 物 運 送 業 、 倉 庫 業 、 運 輸 に 附 帯 す る サ ー ビ ス 業 、 各 種 商 品

卸 売 業 、 飲 食 料 品 卸 売 業 、 建 築 材 料 ・ 鉱 物 ・ 金 属 材 料 等 卸 売 業 、 機 械 器 具 卸 売

業 、 そ の 他 の 卸 売 業 に つ い て は 、 既 に 実 施 計 画 に 記 載 さ れ た 立 地 済 み の 業 種 で

あ り 、 地 域 に お け る 雇 用 の 確 保 に 加 え 、 本 道 の 基 幹 産 業 で あ る 農 林 水 産 業 や 食

の 関連 産 業と し て寄 与し て いる 。

② 農業 に つい て は、 農産 物 の生 産 に寄 与す る ため 、新 た に選 定 する 。


